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令和７年度水泳学習について 

 

 初夏の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。本年度も６月から水泳学習を実

施いたします。つきましては、以下の事項についてご確認し、ご用意いただきますよう、お願いいたしま

す。なお、承諾書を含むその他詳細については、追って連絡いたします。 

 

１． 水泳の授業に必要な物 

  ○水着   ○帽子  ○バスタオル（巻きタオル）  ○ゴーグル   ○水泳用バッグ 

 

２． 水着について 

① 学校で着用するため、華美でない物。 

② ビキニやセパレートなど、上下が離れている物は不可。 

※ただし、上下が離れていても、腹部が完全に隠れる水着は可。また、半袖タイプも可。 

③ スクール水着に水着の短パンを履いても良い。 

④ ラッシュガードは可とする。ただし、フード付きは不可。 

 

３．帽子について 

  学校で着用するため、華美でない物。色の指定はありません。 

 

 

４．記名について 

  持ち物には、全て学年・組・名前を記入する。 

  水着には、学年・組・名前を記入した布を付ける。（右図参照） 

  ※名札位置 

   上・・・前面胸のあたり  下・・前面左側 

   帽子・・前面（額の上あたり） 

 （例） 

○年 ○組 

高二 太郎 
帽子 約 ５㎝×３㎝ 

水着 約 １２㎝×５㎝ 


